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見 出 し の 要 領 を 別 添 の と お り 制 定 し た の で 、 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。

別 添

支 出 等 関 係 文 書 管 理 要 領

第 １ 趣 旨

こ の 要 領 は 、 支 出 関 係 文 書 並 び に 財 産 、 物 品 及 び 債 権 の 管 理 に 係 る 文 書 の 管 理 に 関 し 、

千 葉 県 警 察 の 文 書 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 ２ ０ 年 本 部 訓 令 第 ２ ２ 号 。 以 下 「 文 書 訓 令 」 と い

う 。） そ の 他 別 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

第 ２ 定 義

こ の 要 領 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

（ １ ） 支 出 等 関 係 文 書 支 出 関 係 文 書 並 び に 財 産 、 物 品 及 び 債 権 の 管 理 に 係 る 文 書 を い う 。

（ ２ ） 捜 査 費 関 係 文 書 支 出 等 関 係 文 書 の う ち 国 費 捜 査 費 及 び 県 費 捜 査 費 に 係 る 現 金 出 納

簿 及 び 証 拠 書 類 を い う 。

（ ３ ） キ ャ ビ ネ ッ ト 等 キャビネット、ロッカー、書庫その他の収納用物品又は施設をいう。

（ ４ ） 会 計 課 長 等 署 の 会 計 課 長 及 び 課 の 庶 務 係 長 を い う 。

第 ３ 支 出 等 関 係 文 書 の 管 理

１ 支 出 等 関 係 文 書 以 外 の 文 書 と 区 分 し た 保 管

支 出 等 関 係 文 書 は 、 文 書 訓 令 第 ４ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 専 用 の キ ャ ビ ネ ッ

ト 等 に お い て 支 出 等 関 係 文 書 以 外 の 文 書 と 明 確 に 区 分 し て 保 管 す る も の と す る 。

な お 、 収 納 ス ペ ー ス 等 の 事 情 に よ り 、 キ ャ ビ ネ ッ ト 等 を 支 出 等 関 係 文 書 の た め の 専

用 の 保 管 場 所 と す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 他 の キ ャ ビ ネ ッ ト 等 の 一 部 を 支 出 等 関 係 文

書 の 保 管 場 所 と し て 明 確 に 区 分 す る こ と に よ り 、 支 出 等 関 係 文 書 を 保 管 す る こ と が で

き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 一 の キ ャ ビ ネ ッ ト 等 に は 会 計 年 度 で 管 理 す る

文 書 の み を 保 管 す る な ど 、 暦 年 文 書 と の 混 同 を 防 止 す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と 。

２ 捜 査 費 関 係 文 書 の 厳 格 な 保 管

捜 査 費 関 係 文 書 は 、 前 １ の 方 法 に よ る ほ か 、 施 錠 設 備 の あ る キ ャ ビ ネ ッ ト 等 に 保 管

す る も の と す る 。

３ 支 出 等 関 係 文 書 表 示 票 の 貼 付

（ １ ） 支 出 等 関 係 文 書 の 簿 冊 は 、 支 出 等 関 係 文 書 表 示 票 （ 別 記 第 １ 号 様 式 。 以 下 「 表 示

票 」 と い う 。） を 背 表 紙 の 下 部 に 貼 付 す る こ と と し 、 背 表 紙 の み に 貼 付 す る こ と が 困

難 な 場 合 は 、 背 表 紙 を 中 心 と し て 表 紙 か ら 裏 表 紙 に か け て 貼 付 す る こ と 。

（ ２ ） 表 示 票 は 、 支 出 等 関 係 文 書 が つ づ ら れ て い る 簿 冊 の 全 て に 貼 付 す る こ と と し 、 一

の 支 出 等 関 係 文 書 を 複 数 の 簿 冊 で 管 理 （ 分 冊 ） し て い る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 簿 冊 に

同 一 の 表 示 票 を 貼 付 す る こ と 。



４ 廃 棄 可 能 年 度 表 示 ラ ベ ル の 貼 付

支 出 等 関 係 文 書 の 簿 冊 の う ち 保 存 期 間 が ５ 年 以 下 の も の は 、 廃 棄 可 能 年 度 を 容 易 に

識 別 で き る よ う 色 分 け し た 廃 棄 可 能 年 度 表 示 ラ ベ ル （ 以 下 「 表 示 ラ ベ ル 」 と い う 。） を

背 表 紙 の 上 部 に 貼 付 す る こ と 。

な お 、 総 務 部 会 計 課 長 は 、 廃 棄 年 度 ご と の 表 示 ラ ベ ル の 形 状 に つ い て 、 各 所 属 長 に

通 知 す る も の と す る 。

５ 保 存 期 間 変 更 時 の 措 置

支 出 等 関 係 文 書 の 保 存 期 間 が 変 更 さ れ た 場 合 は 、 遅 滞 な く 表 示 票 及 び 表 示 ラ ベ ル を

訂 正 又 は 貼 り 換 え る な ど の 必 要 な 措 置 を 講 じ 、 保 存 期 間 の 錯 誤 に よ る 誤 廃 棄 の 未 然 防

止 に 努 め る こ と 。

第 ４ 支 出 等 関 係 文 書 の 廃 棄

１ 保 存 期 間 満 了 文 書 廃 棄 時 の 所 属 長 に よ る 決 裁

保 存 期 間 が 満 了 し た 支 出 等 関 係 文 書 を 廃 棄 す る 場 合 は 、 支 出 等 関 係 文 書 廃 棄 書 （ 別

記 第 ２ 号 様 式 。 以 下 「 廃 棄 書 」 と い う 。） に よ り 、 事 前 に 所 属 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。

２ 立 会 人 に よ る 廃 棄 文 書 の 確 認

保 存 期 間 が 満 了 し た 支 出 等 関 係 文 書 を 廃 棄 す る た め 、 キ ャ ビ ネ ッ ト 等 か ら 持 ち 出 す

場 合 は 、 所 属 長 が 廃 棄 書 に よ り 指 定 し た 立 会 人 を 置 き 、 廃 棄 実 施 者 と 共 に 廃 棄 す る 支

出 等 関 係 文 書 の 表 示 票 及 び 表 示 ラ ベ ル を 確 認 す る な ど 、 誤 廃 棄 が な さ れ な い よ う 確 認

す る も の と す る 。

３ 文 書 廃 棄 を 一 斉 に 実 施 す る 場 合 の 時 期

支 出 等 関 係 文 書 は 、 暦 年 で 管 理 す る 支 出 等 関 係 文 書 以 外 の 文 書 と の 混 同 に よ る 保 存

期 間 満 了 前 の 誤 廃 棄 を 防 止 す る た め 、 文 書 廃 棄 を 一 斉 に 実 施 す る 場 合 は 、 １ 月 １ 日 か

ら ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 を 避 け る な ど 、 そ の 時 期 を 考 慮 す る も の と す る 。

第 ５ 支 出 等 関 係 文 書 の 保 管 状 況 の 点 検 等

会 計 課 長 等 は 、 支 出 等 関 係 文 書 の 保 管 状 況 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 点 検 を 行 い 、 そ の 結

果 を 支 出 等 関 係 文 書 点 検 チ ェ ッ ク 表 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 所 属 長 に 報 告 す る も の

と す る 。

な お 、 支 出 等 関 係 文 書 の 紛 失 、 誤 廃 棄 そ の 他 特 異 事 案 を 認 め た 場 合 は 、 速 や か に 総 務

部 会 計 課 長 を 経 由 し て 本 部 長 に 報 告 す る こ と 。

（ １ ） 定 期 点 検

毎 年 １ 回 以 上 定 期 的 に 行 う 点 検

（ ２ ） 庁 舎 移 転 時 等 の 点 検

庁 舎 の 移 転 、 事 務 室 の 移 転 、 所 掌 事 務 の 移 管 等 に 伴 う 支 出 等 関 係 文 書 の 移 動 が あ る

場 合 に お け る 文 書 の 移 動 前 後 に 行 う 点 検

（ ３ ） 随 時 点 検

そ の 他 必 要 に 応 じ 、 随 時 に 行 う 点 検

第 ６ 指 導 、 教 養 の 充 実

会 計 課 長 等 は 、 支 出 等 関 係 文 書 の 管 理 に 関 し 、 平 素 か ら 職 員 に 対 す る 指 導 教 養 を 積 極

的 に 実 施 す る も の と す る 。

以 下 様 式 省 略


